
資料 ５

実施計画の変更に関する状況について

１．これまでの主な経緯

H１６．１．２１ 「青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業

実施計画書」に対し環境大臣同意

H１６．１２．６ 汚染拡散防止対策を最優先としながら、汚染拡散の恐れの

ない地域から撤去作業を開始

（一次撤去期間・平成１６年度～１８年度）

H１８．１１．２２ 主な汚染拡散防止対策事業が完了することに伴い、地中堆

積廃棄物の掘削・撤去方法などを定めた「本格撤去計画書」

を作成

（本格撤去期間・平成１９年度～２４年度）

２．実施計画の変更手続き

実施計画の変更案作成

地元田子町の意見

県環境審議会の意見

実施計画の変更案を環境省へ提出

環境大臣の同意



実施計画変更 新旧対照表 青 森 県

現 行 変 更 案 変更の理由

Ⅲ 特定産業廃棄物に起因する支障の除去の方法 Ⅲ 特定産業廃棄物に起因する支障の除去の方法

４ 廃棄物の除去等 ４ 廃棄物の除去等

（１）撤去計画 （１）撤去計画

廃棄物の撤去計画は、１１ヘクタールの区域をＡ～Ｆエリ 廃棄物の撤去計画は、１１ヘクタールの区域を標高の高い 廃棄物の掘削作業中

アの６区画に分割し、年度ごとに以下のとおり撤去する方針と エリアからスライス式に掘削することを基本とし、年度ごと の硫化水素ガス発生等

している。 に以下のとおり撤去する方針としている。 への対策として、掘削

方法を見直しする。

（２）処理方法 （２）処理方法

① 処理にあたっては、自区内で処理することを基本として、 ① 処理にあたっては、自区内で処理することを基本とする。 加熱処理に適さない

既存の廃棄物処理施設において焼却、焼成、溶融のいずれ 廃棄物を適正処理する

かの加熱処理をする。 ② 処理方法は、既存の廃棄物処理施設において焼却、焼成、 ため、処理方法を拡大

溶融のいずれかの加熱処理をすることを基本に、その性状 する。

等から加熱処理に適さないものについては、廃棄物処理法

に基づくそれ以外の適正処理方法のうち最も合理的な方法

により適正に処理する。

【図Ⅲ－１５】 【図Ⅲ－１５】

別添のとおり修正

【図Ⅲ－１６】 【図Ⅲ－１７】
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